
議案第９７号 

 

公の施設の指定管理者の指定期間及び施設名称の変更について    

（国民保養センター「鳴門みさき荘」他２施設） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者の指定期間等を変更することについて、同条第６項の規定により、議

会の議決を求める。 

 

令和４年１２月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称 

   南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」 

   大鳴門橋記念館 

   南淡路駐車場 

 

２ 指定管理者である団体 

所在地  南あわじ市福良丙９４７番地２２ 

名 称  株式会社 うずのくに南あわじ 

         代表取締役  飛田 俊紀 

 

３ 南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」の指定の期間 

【変更前】 平成２７年４月１日から令和７年３月３１日 

【変更後】 平成２７年４月１日から令和５年１月３１日 

 



４ 公の施設の名称 

【変更前】 南淡路駐車場 

【変更後】 鳴門岬駐車場「うずまちテラス」 



南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」、大鳴門橋記念館及び南淡路駐車場 

指定管理者基本協定書を変更する協定書（案） 

  

南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」、大鳴門橋記念館及び南淡路駐車場指

定管理者基本協定書（平成２７年４月１日協定。以下「基本協定書」という。）の一部

を次のように変更することを協定する。 

 

（指定期間の変更） 

１．基本協定第４条指定期間について、南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」

（以下「鳴門みさき荘）という。）の指定管理期間は平成 27年４月１日から令和５年

１月 31日までとする。 

鳴門みさき荘の指定期間終了後は、基本協定書内の鳴門みさき荘に関する事項は無

効とする。 

 

（条例名の変更） 

２．基本協定書内「南淡路駐車場施設条例（平成 17年南あわじ市条例第 168号）」を「鳴

門岬駐車場「うずまちテラス」条例（令和 4年南あわじ市条例第  号）」に改める。 

 

（施設名称の変更） 

３．基本協定書内「南淡路駐車場」を「鳴門岬駐車場「うずまちテラス」」に改める。 

 

（リスク分担の追加） 

４．基本協定第 18条に次の１項を加える。 

３ 南あわじ市国民保養センター「鳴門みさき荘」のリニューアル工事に伴い、その期

間中において指定管理者の経営が著しく悪化した場合は、市と指定管理者は協議をし、

必要に応じて対策を講じる。 

 

（別紙１の変更） 

５．別紙１第３を次のとおり改める。 

３ 鳴門岬駐車場「うずまちテラス」 

区 分 内 容 備 考  

所在地 南あわじ市福良丙 947番地 8  

建 物 鉄骨造休憩棟  

その他 広場、バス停留所、駐車場  



  

本協定は、令和５年 月 日から施行するものとし、この協定の締結を称するため、

本書２通を作成し、南あわじ市及び指定管理者が記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

  令和５年 月 日 

 

南あわじ市  兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                 南あわじ市長  守 本 憲 弘 

 

 

指定管理者  兵庫県南あわじ市福良丙９４７番地の２２ 

                 株式会社うずのくに南あわじ  

代表取締役   飛 田 俊 紀 
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南あわじ市国Ｒ保養セ ンタ ー「鳴Ｐ９み さき 荘」、
Ｓ

大略 Ｐり 橋お尚念 館ｊ．び 南淡 路を 車場ｉ

指定 管ｌａ者レ基 本協 定書

平成 ２７年４Ｊ！ １日

南あわじ市



－

基　本　協　定　書

、南あわじ市 （ぶ下「市」 とい う。 ）と株」こ会社うずのくに南あわじ （ＩＭ下 「指定管１１者」

とい う。）と は、 南あわじ市国民９養センター「鳴Ｐ１１みさき荘」、 大鳴ＰＩＩＩＳＩ；ＳＲび南淡

Ｓ駐車４１（ｇ下 「本件施ａ」 とい う。）管ｌ！ｉｌきに回する事業（ぶ下 「本件事業」 とい う。）

について、以下のとお り合意したのでｉ．協定書 （以下「基本協定」という。） を締結し、確
ｉ

ｉ

認する。

（目 的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・。

第１Ｓ　ｊｌ本協定は、市とＲＩ定１１１１きが相五に協力し、本件加ｉａをｉａ：ｉＥかつＦｊ・に管稈３１
■　　　　　　　　 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

営するためにあ要なｉ１本的事項を定めるこ とを 目的とする。

（・ａｊ１１性ｊ：びｊ９１１事業の趣回の尊重）
Ｉ

第２ 条指定管を者は、 南あわじ市ｍｊ：９１１養センター 「鳴 Ｐ１１み さき 荘」 条例 （平成１７年南

あわじ市条例第１３９　９） 、大鳴門構記ｔＳ条例 （平成１７年南あわじ市条例第 。１４０　ｔ） ｊ１
－

ぴ南淡Ｓ駐車１１施Ｒ条９！Ｉ （！ｌｚ成１７年南あわじ市条Ｍ第 １６Ｓを）（ｊＭ下「条例」という。）

第１ 条のａＳｊ．び趣回のＳＩきまた瀬ＦＦ・ｉｌＳｌｉ：ぬ回ｉｊ９ の：ｔ地条９・１＝をきまし、 ｉｉ加なＷＩ！

Ｓ営を行 うこ とにより 、市Ｒのみならず観光客が快適で安心ヽ して利ＪＩしていただくこと
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　”

で、 鳴Ｐ１１ 岬埼域の観：）ｔ縦！回１に寄与するも のである こと を十分にｌ！解し、本件事業の実施
ｌ

に当 たっ ては、その趣 旨を薺Ｊｌｌする もの とす る。
Ｓ

１

（管１１の基準）
ｉ

第’３４ １ｔ定管ｊ！１１者は、こ。のＳ本協定、条例ｊ：び関｛ｉ１Ｓや並びに市の指導１９にＩＥい、 本件
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

事業を実施しなければならない、ｉ

（指定期間）
ｆｌ　Ｆ

－

第４条　指定期間は、 平成 ２７ 年４ Ｊｊ １日 から平成 ３７ 年３ ｊ　３１　日までとする。

２　 市ないし指定管１１ｔは、 ＳＪＩのＳ寉にかかわらず、こ のＸ本■定をＳ統できないやむを

得ない事 ＩＥＩＩ がｔ じた時は、６ ヶＪＩ前までに：ｔ書によ り相手方に対し基本協定の中ｉき解め
ｌ　　　 ｆ　　　　　　　　　　　ｌ

４　　　回

を串 し出るこ とができ る。

（Ｊｉ本的な業務め範囲）

第５ 条　市が指定管１１者に管１１ｊｌ営を行わせる本件施Ｒは、 ｌり紙１ 財産管１１台帳に掲げる

Ｓａ とし、本お帳に記載のないＭ！物９のｆｔ帯Ｒ備等も伺様のと おり とする。 指定管ｊｌｔ
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がｌｉう 本件施Ｒのｔ１１Ｓきの業務は次の とお りと する。

（１ ）　 本件施ＲのタＩＪＥＩ並びに売き２１び飲ｊＥ店等の利ｊＥｊ にかかる・ｌｍ料４の徴なに関する

業務

（２ ）本４牛Ｓａ の１１き並びに維ｌき管Ｓｌｊ１ぴま繕等にＳす る業・
Ｊ　　　　　　　　　　　’

（３）本件施ａの使Ｊｎの許ｉｉｌＡび使ＪＵの制限に関する業務

（４ ）本件施設にかかる事業の吏画ｊａび実施に 関す る業務

（５ ）　 本ｆｌ＝Ｓａの事業計霧ａび事業報告に回するＳ務

（６）観光協会等との連携ａび協力等に関する業務

ｊ
　
５

７
　
８

く
　
ぐ

、加工、 展示ｊ．び販売に関する業務

、回ＲＲび普ａに関する業務

（９ ）　 本ｆｉ＝ＳＲにおけるｉ，Ｓの１１χびま・ にかかるＳＩ：に関するｌ務

（１０） 本４牛施臉の祖目考が本夕１こ施政また はｆ４・ａＳａを■■させ、ま たはＳ火 させた４に
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

おけるｌｌ市只は請求の手珠き に関するＩＳ

（１１）　 前各号に掲げるもののほか、市長があ要と認める業務
４

（施Ｒの維持管き費等）　　　　　　　　　　　　　　‥
ｌ

第６ ４　本夕１１ＳＲのまｌｌ、匹、増Ｓ、 ＳＳ９の維持■１１にＳするＩＳについては、１ ４牛
ＩＩ

につき５００ 万ＦＩ（消費税含む） をＳえる ものについては、 市がその甎祖と責任において
ａ

実施する もの とする。 ただし、 大鳴Ｐ！１橋Ｅ念館については、４庫・の所有であるため、
＝

ａ

ｇ１ １１入１ 貸借契約書（ Ｓ６０． ４． １嶌結） Ｒび大鳴Ｍ橋Ｓｔ館のＳＲ補まにかかる覚書 （Ｓ ６３ ．３ ．３
。　　　　　　　　　｜

綿あ１１）の規定にｊｌづき、 ４庫ｇと。市においで協議を行い実ｉする。 なお、１ 件につき ５００

方ＦＩ（消費税含む） ぷ下のも のについては、指定管１１者がその負担と責任において実施

する もの とす る。
１

２　 本件施ａにお ける必要 な日 き経９、 ｅｉの叉新にかか る費ｌｊ ；火ａ■ご・ＩＳＩＳは前その

区分にかかわ らず、すべて指定管ｊｌｌｌ者の負担と する もの とする。

３　 本件施毅にかかる上下水■ｔ万１料 ・光熱費については、 指定管１１者が供給者と直接契

約を鴦結する もの とする。　　　　　　″

（個人情報の４簇Ｓ）
・

第７条　指定管９急のＲａ う個人情兼については、南あわ じ市イ回人ＩＷ報ｔｉ＝■４Ｓ （平成１７
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　Ｉ

●

年南あわ じ市条例第１７そ）の・定を準只ｌ し、 個人情報の漏洩、 滅央またはａ損の防止そ
Ｓ　 Ｉ　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

の他保有する個人情報の適９ＪなｔＳＩのためにあＲな措置をほじなければなら ない。

／



／２　 指定管ＪＩ者は、 本件施設の業務の一部またはを部をａｌ事する者について も、 当該管ｊｌ　　　ｚ
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●ｌ

Ｓ営業務上知 り得た個人情報などを、他人に漏洩するなどＪＦ肖な目的に使ＪＩ させてはな
ｌ

らない。、

３ｊ 前２　ＪＥｉにかかる詳細については、別記１ 「個人情兼ａ・特記事Ｊｉ」に規定する。

（ｔＳ・務にかか る情兼のぬ開）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀
ｉ

憮、８条　ｍ定せききは、本イ牛ＳＩＲにおいてａり扱いするｌ報等については、 南あわじ市ｔＳ

報ぬ開条例（ｌｚ成１７年南あわじ市条例第 １８号） の趣Ｗにのり とり 、情報のぬ開 に翻 して
ｉ

あ要な措置を講ずるよ うに努めなけれぱならない。
ｌｓ

（会計９分）

第９ 条　本件本業にかかる会計ＩＸ分は、毎年４ Ｊ１ １日 より Ｓ年 ３Ｊ１３１日 までとし。独をし
ａ

・た 区分経■１を行わなければなら ない。
ｊ

（施設使用料）
¶

第１０条　指定管１１者は； 本件施設でｌ！生 した営業にかかる売上額（以下 「Ｓ礎収入額」と

いう 。） の５ ％め額を加ＵＲ使！｜料と して、Ｓｊごとｌ！ｊｌ末 日ま でに市に支払 うも のとする。
Ｉ　　　　 －　　　　　Ｓ

２　 年度ごと に決算ＳＳを行い、会計ＩＺ：：９上の年度ｘａ収入額をＪｉ準に旆Ｒ１１１１ｎｌＳＦの算定

を行い、 次年度で精算するものとする。

（事業報告書の作成Ｒび提■）

第ｎ 条　ｍｔｔｌ！きは、 南あわじ市ぬのＳａの指定管瑰きのｍ定の手続Ｓに関する 条例第
’　　　ｌ

１０ ４の規定 ＪＩＲＩＳ則 にＪＩづ き、 次に掲げる事１１をＳ載した事・兼告書を当該年度終ｔｒａ

ｊきやかに市にｌｌｌｔｉ しなけれぱならない。 ただ・し、ｉ ｌ６ 条の規吏によ りａ本協吏が解｜奈さ

れた時ば、解除の 日から起算して６０日 ほ内に、 鳬該年度の事業報告書を提ａｊ しなければ

なら ない１

（１ ）　 ｔ！！１１業務の実施状況

（２ ）　 利Ｊ１１ 状況並びに利ＪＩ：｜ ぷ許ｉｉｌ等の件数と その１１１
●

（３ ）　 利Ｊｎ料金の収入実績

（４ ）　 管１！にかかる経費の支肖状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

（５ ）　 髀そに掲げる もののほか、 市長が加に定める 事ＪＥｉ｛

２　 １１Ｅｉｔｔききは、 ｌ！Ｊｊ　１５　日までに、ａにｌｌＳげる事ｌｉを・載したＪＩ 次報告・を市に提ｌｊ：ｉし
回　　　　　　　　Ｉ

’なければな らない。

（１ ）　 本件施設の利丿目状況並ぴに利用ぞ許ｉｌの件数 とぞの１１１１１

２

３
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（２ ）　 使万｜料または利坩料をの甸、入実績　　　　　　　　、

（３ ．）　 管！１１１１営にかか る経費め支肖状況

（４ ）　 前号にａＳげるも ののほか。市長が別に定める事ＪＪ１

３　 ｍｔｔＳｔは、本件事業にかか るな支に 関す るＳ禀そ の他のＲ録を・備 し、 市が必Ｓ
回

と認める 爽Ｆは、 経１１の状Ｒを報告しなけれぱなら ない。

４　 指定ｔＳＩＳ・は、本件事業の実施にｊ肖た 叭事故等が生 じだゆは、ｍ定せＪＩ考の責に鴨

すべ き事 Ｆｈ によ るかｌｉ を回わず、蹇鵬な く市に事故状Ｒを報き しな ければな らな い。

（業務ａまｊ．び業務改善指導）

第１２条　市は。指定管Ｓ者の管１１運営業務が適ｊＥ に行われてい るこ とについて、 業務状況

並びに経ｊｌｉ犬況をｉｉｔ監をする事ができる。

２　 市は、ｍｔ管１１者の事業報告・、 ｊｌ 次報き■並びに前９ｉＱＳＳＳまに・づき、 ・Ｓｔ

びにＭＳめｉ湊善をｍ４するこ とができ る。

３　 ＳｉｔｔＳＩ考は、前項の規定によ り業務・びに財務の燉善ｍ導をタ：けた４は、■やかに

その改善になり祖まなけれぱならない。

（利用料４収入の取り 扱い）
Ｓ

第１３条 社？定１１１布は、ｊｉ力自・ＳＳ ２４４条の２ 第８ ・ｇ）愾定により 、本伶施９にかかる

、禾｜加れ・を指定管９１ｔのな人としてなまするこ とができ る。

（利１日料をの決定）

第１４条 利ＩＢ料をは、条例に規定する利用料４の範囲Ｆりにおいて、 指定管ＩＩＩ者が定めるも
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

のと する、ただし、そ の決ｔＵａびｉ湊定にｌしては あら かじ め市の承謬を受け るも のとす

る。

（財産のｌｌｌ）

第１５条　指定管Ｓ者は、本件施ａにかかる財産を善良な管１１者の注意をも って。本件事業

に使用するものとする。

２　 指定１１１者 は、 市め負担によ りｍｔｔ ＳＩ者が取得 した備ｉＳについては財産サ台Ｓにすみ

やかにＥ載し、ぞの状況を回ら かに し七おかなけれぱなら ない。
ｌ

３　 １１ＥＩ定せＳきは、 本４牛事業にかかる財産を本搾事１１の 目白！ｊ ｇタ１ヽ にをＪｌｌしてはならない。

ただ し、 市の承認をう けた時は この限り でな い。

４　 指定管ｇ１者 は、 本件事業にｊＳる財産の形４犬、形質等を変更してはなら ない。ただし、

市の承認を９ けた１ゆはこ の限 りでない。

／



回　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

５　 ｍ定管ｌ！者 は、 天Ｘ地変そのぬの事故に・ｌｌ して本件絮叺にかかる財産を滅央し、ま

たはａ損したｌ考は、 速やかにその状況を市に報告しなければならない。

（市の基本協定等め解除）

第１６条　市は、指定管！１１者が次の各ｌ・のいずれかに該ｉする と豚めｔ爽には、 指定管き者’

にがし書面により ｌｉヵ１ した うえ、基本協定を解除する ことができる。

（１ ）　 指定管１１者が指定管き者の責に帰する事ｄｌに より Ｓ本協宜。に定める事３ｊｉを履ｌｉし
’Ｉ

ない時または履行の見ｉ！、みがないと明らかに認め られる時。

（２ ）　 指定管１１者がｌ１本協定または回４京ま令等の条項に違Ｒし、かつ。 市が相当の期回
Ｉ

を定めて・き したにもかかわらず、 肖鄒ｌｇの状態をＳ・ しないゆ。、
－

（３ ）　 指定管ｌ！者が第 １２ ４の規定によ り、 ｌ務ｉＳ：善ない し財務ぽきのｍ導を１：けなが ：ら
ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　 ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

その改善になり組まない｜ゆ。

（損害賠償）
１

第１７条　指吏管ききま たはその使ＪＩミ１人がその責めに帰する事叡に・よ り、 市ま たは第Ｅきに

損害を与えたＢきは、 指定管！Ｉ！者は、そのすべての損害を賠償しなけれぱな らない。
●

（、リス ク分担）’

第１８条　本件加ｉａにかかる管１！ｉｌ営上のリ スク分担については、指定ＷＩ！者仕４１書１３り表「ま

Ｒ管１１１１１営 リス ク分担ま」の とお りと し、 その他管Ｅ１１運営上の経費等の赤字に回しては、

指定管！Ｉ！者の負担 とする。
ａ

２　 本件ＳＳにおいて天■ ・■・Ｓによる履行；；Ｆ能なＳ合、１ 件につき ｉ００万ＦＩ （・１税

含む）を超えるも のについては、市がぞの１担と責任において爽施する もの とする。た
回

だし、大喝ＰｇＳｌｔ館については、ｊｉ庫Ｍの所有であ るた め、 ａｊＢ貸借契め書 （ｓ ６０．４．１

締結）ｊ１び大喝Ｐ９橋記兔、館のＳ持補修にかかる覚書 （ｓ ６３１３．３ 締結）の規定にｊｉづき、
ｆ　　　　 。　　　　　　　　、

ｊｉ庫県と市において協議を行い実施する。 なお、１ 件につき １００万ＰＥＩ（消費税含む）ｇ

下のものについては、。指定管ｇ者がその負担と責任において実施するものとするｉ，
回

（罌、状回復義務）
ｌ　ｌ

第１９条　指定管ＳＩ者は、 第４ 条に定め る指定期間が満了 した時または第１６条の規定に よ・

りＪＩ本篇ｔ・が解ほされたｌ搾は、１１定管１１者の・担と ｊｌＥにおいて本１牛施ａｇａ備をｊｌや

かに原状回復 しな ければな らない。 ただ し、 市長の承Ｓを得た時は この限り では ない。

（禁止事項）
１

第２０条　社１定管１１者は、まの各そに該当する行為をしてはなら ない。ただし、市のｌｎ＝ｉｌを

”

ｌ

ａ＿ ぬ．



予め得た時は この 限り では ない。

（１ ）第Ｅきにがし、 当該施ａの４加、 Ｓ貸する こと。．
ｌ

Ｓ

（２ ）　 第三者１こ対 し、 この協定に基づく 複利の一部またはを部を譲渡、 継承もし くは担

保Ｉと供すること。
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丶

（３ ）管ＳＳＩ施ａの模４兼替え等、・ Ｓまに変ｌ：を加える－９ＪのｆＭ，

（償義則）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

第ｇｌ条　市とｍ吏１１きはヽｍＳを卑ノｙじヽ丱実にあ本ＳｔをＳ行しなけれぱなら ない。
、（疑義等の決定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

Ｓ　　　　　　　　　　　　・

第２２条　ｊ１本■班に定めのない寥９１または１本Ｓ吏に疑ａが生 じためは、市と指定曽１１考
。と は誠意を持ってＳＳを行い、’これを決定するーもの とする。

Ｆ・回

Ｉ

（肖ま串羮年湊：におけるＳ定）
ｌ　　　　　　　　　　　ｌ

第２３１　肖鰊事１年まにおける事ｇに関 して加こ吏める事ＪＩＳ｛があるＳをは、ｊｌに年まＦＳ吏
・　 ・　　 ．Ｓ　　　　　　　　　　　　　 －。　　　　　　　　　 －　　 －回　　　　　　　　　　 ’　・

－　　 ｝　１

畚を縦結する。
ｌ

ｌ

で市と指定管Ｓ者とは、この基本協定の締結を証するため、本書２ａを作成し、 ヌ方Ｅ

あ捺Ｆｐの上、４二れぞれ各１ 齏を保有する。　　　　　　　　　、。　　　／

ＪＦ成２ ７年 ４ｊ １χχ　、
ｌ　●

ａ
ｌ

南あわじ市　　兵庫県南あわ じ市市ｉ９光寺１ ８４地２７

雎あ爽） じ市１：　 中　 日宍Ｉ　 鶤　ぺ

指定管Ｓ！者　　４庫県南あわ じ市福良丙９１４ ・７　ｔｊ自の ２２
回

株ｊ；会社うずのくに南あわじ
１　　　　　　　　　　　　　 丶・

Ｓ

代表取締役　　飛　ＩＥＥＩ　俊

－Ｓ・ｔ．＿．

ま

ｌ者

ｆし　　　ｌ

９間

がら
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費税

６た
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き、
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１０１

；可を



別記１

個人情報取扱特Ｅ事項

（基本的事項）
１

第１ 条　指定管ＳＩ者は、 個人情報 （個人に関する情報であっ て、 ｅ定の個人が幟き１され、又
ａ

・　　　　 ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．ｌ

は職ｌｊされ得るものをい う。 ぶ下回じ。） の保護のＪｌｌＷ性を認識し、 この協定に；よる業務を
実施する ４こ 当たっては、 恤入の４ａｌ禾ｌｊ程ｌを７ａ４するこ とのないよう 、瓠人ｉき報をｊ自：Ｅにａ
り扱わなければなちない。

（秘密の保持）
－

Ｓ２ 条　ｍｔｌｌｌｔは、 この協まによ る業務４こ関 して如る こと のできた加入１１１糠をきに漏ら
Ｉ

して はな らない。 との協定がＳ了し、又は解｜奈 されたｌ において も、 回４兼と ずる。
１

（なＳの加丿陶　　　　　　　゛

第３４　１定管ｌ！耆は、 このｉａｔによる業ａを行 うためにＪ孰人９報を収集する とき は、 そめ

業務の目 ａりをａｊまする’た めに・ヽｇなＳ回肖で、ｌｉ法かつ公：Ｅなｆａによ り行わなければな
・ら ない。

ａ

（適：Ｅ管Ｓ）
ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

第４４　ｍ定ｔｌｌ考は、 この雄定によ る業Ｓに関して加るこ とのできｔ恤人情報のＳえい、
Ｓ央ａ．ぴき ｔａのほぢまそのＳイＳ！１人情報のｌｉ：ｉＥなＷＳのため にｊ６１１な湊ぽを瘧 じなけれぱなら

Ｓ

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
ｑＳ

汲利用Ｒび提供の制ほ）

第５ 条　・１１管痼きは、 市のｍ示又は承諾があ るＳ合を ｜奈 き、 この協定によ る業務に関して
９　　　　　　　　　　　　 １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　Ｉ

タ３１る こと のできたｌｌ人情報を■定の目 白りｇタトの 目６にｌｌＪ目し、又は第Ｅきに揚供してはな
らない。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・。

（複写又は複ＳのＳＩ：）

第６ 条　・定をきき・は、 この・定による秦Ｓをぬｊｌするために市からｇｌきＳされた加入情兼
ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ

が記録されたｉ３１ＳＦ等を１ 市の承ＳなしにＳＳし、又は複Ｓ．してはな らない。
。（再委託の禁ま）　　　　　　　　　 ’　　　　　 ゛　　 。、。

第７ ４　ｍ定ｔｌｌｔは、 この協定によ るＳ務をｆｉ うための個人情報の班きは、自 ら社うも の‘
Ｓ

とし、市が承諾しだ場合をほきｊ第Ｅ考にそのＭ坦を■Ｒしてはな らない。
（資料等のａａ等）

第８ ４　ｍ吏管１１者は、 この協定によ る業務をＭ璢するだめに市から モ１ １き 渡さ れ、 又は指定
●９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　 ．　Ｉ

せきき自 らがなｊｌｌｔじ くはｆｉｉＪました琳人情兼が記録された資享ｌ等はミ業ＳカフａＳ：ちに市
にａＳし、又 はり ｜ぎ 渡すもの 。と する 。た だし、市が別 にｍ示したと きは、その摺示にを・う
もの とする。

ｌ

（ａｌ事者への周タロ）。

第９条　指定管１１者は、 この協定によるＳ務に頏。事する者に対して、在鶩中２１びｉ！職・にお

いて、この業務に関してタ１１ るこ とのできた個人情兼を他に漏ら してはな らないど と、 ・協定
Ｓ

の自 ＭＪｇ弗の目 翊こタＩＪ１１．して はな らないこ とな どイ尚人情報のｇ謨に回しあＳな事ｌｉを廁奥１
する もの とする。

（実竜調を）

第１０兔。　 市は、必Ｘが ある と認める とき は、 ｍｔ■ききが この■定によ る業務のＳ行に当た
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

りな り扱っている個人情報の状況について随時実ｊｉに調ます’る こどができる。
・（事故報き）

第１１条 指定管■１者は、 この協定に違・する事態が生じ、又は生ずるおそれのある こと を加

った とき は、 速やかに市に報告 し、 市の指示に従 うも のと する。
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別紙 １　 財産管を台帳ヽ

１． 南あ わじ市国Ｒ保養セ ンタ ー「鴨Ｐ９み さき 荘」

Ｋ　 ｊ　分

所在 ｊ４ｊｌ等

建　　　物
Ｉ

構　築　物

傷
心
他の

Ｒ
・

備
そ

Ｆり　　　　　　容
Ｓ

南あわじ市価良ｐｉ　９４７　番２２
－

南あわじ市阿｀加賀８．３９番１
回　 ’　　 Ｉ　　　　　　　　　　ｌ

．　　　　　　　　　　 ｌ　 ■　　　　　Ｓ

鉄筋コンタトＦ１１ｊ．びａ骨造本館　外１件

アーチ　 外２ 件　’
ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ

上水道加圧ポンプ 外２件

５３ 点（仕様書Ｐ．１２「Ｓり表３ 」の とお り）

Ｘ道の駅 「う ずし．お」に指定

備　　考

敷地！ｉ積： ２２・， ５５０　ｎｆ

寛匹を　：　売なＲび軟まＪお他

詳細は加紙一覧表のと おり

’指定・Ｓ日 ：Ｈ１０．４．１７

２　 大４Ｐｇａ記ｔＳ （施ｍ希：ｊｌ庫Ｍ、 敷丿自Ｂｉ？自｀者： 南あわじ市）

区 分

所在 ｔ一等

建 物

物
・

備
品

築構
Ｒ
備

内 容

ヽ南あわ じ市福良丙９３６ １＝３
自

南あわじ市阿加賀 ’６９９ 番４

鉄Ｓコンバー トｌｉ本館外 １タ１＝
ｌ　　。

モニ ュメ ント　 タｌ，２件

上水道加圧ポンプ

１７５ぶ （仕！兼・Ｐ．１３「Ｓ」表４’」 のと おり）

３　 南淡路駐車場
ｌ

Ｋ　　　分　　　　 ，　 内　　　　　　容
ｅ

ｌ　　　　　　　　　　　●

南あ わじ市福 ｊ１宇鳥取丿自肖

ＪヲｉＦ を‘埆　 南あわじ市阿那呶９１１１ｊ４！Ｉ Ｆ・ｉｌ
Ｓ

ｌ　　　　　　　　　　　　　　・

物　　 件　 駐車場（２３，・０４５　ｎｆ）‘ ｊ１び付属施Ｒ

備　 ・．考

敷ｊｉｉｉ積 ：・　ｌｊ，　４０７㎡　　、

加ｉＲＪｌｌ ｊｌ　：　売店、飲食店Ｌａぴ科

学館他

９細は加紙一覧表のと おり

備 考

ＪＷ有者 ｆ４庫糸道 跖`俶社



建物、構築物ｊ１びＲ備－覧

種： ＳＩ』・　　 名　　称

建　ｅ　 本Ｓ （Ｒ Ｃ造 ：１ ～３ ・．
ｉ　　　　　　　　　　　ｉ

Ｓ造 ：４ 階）レ
ｄ

駐車場公衆トイレ

建’ 物　 計　・

構築物　 アーチ

’フ ラワート ンネル
Ｓ

パー ゴラ

’構　築　物　計
回　　　　 ｉ　　　　　　●

Ｒレ備’ 上水道加ＪＥＥポンプ （鳥ａ）
¶

受水タンク（笹Ｌｌｊ）
ｉ

１：水タ ンク （み さき）
Ｓ

設　　備　　計

種

建

Ｓリ

物

名　　　 称．

本館 （Ｒ Ｃ造 ：３ 階、 一部

ｊｉ！１下１ 階）

売店増築

建　　物　　計

構築物　 毋ニュメ．ント
１

パー ゴラ

受付事務所

‘’構し築ＳＥ
Ｓ

Ｒ備　上水道加だポンプ （メり藻）
’　　　 ｌ　゛

Ｒ　　備　　計

南あわじ市回民保養センター
●

Ｓ得年度　　　数ｔ｀
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１
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・

基
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－

「鳴 Ｐ９みさ き荘」

ｊ虱　考

゛１

太ｉ！舮９揚棄ｔＳ

備　考

体ａ農ぼｌｔｉｌ

１１

一



南あ わじ 市ｍＲほ養セ ンタ ーｉ 鳴ｒｌｌ みさ き荘 」、 大嗚 ＰＩＩ橋 ・念館祉 び「加淡路駐車場指定管

ｔ者基本１鬼定售を変更する協定書

南あわじ市Ｅｉｌ ＲほｊＳセンター ｉ鳴Ｐｊみさ き荘」、 大鳴１４１橋記念館攷びｉ加淡路Ｓｔ車場指定管

理者を尽岌定書『平成 ２７ 年４ Ｊｊ　１日 協定。』ヌ下　ぶ本協定 舎Ｊ とい う。 ）の一部を次のよ

うにｌｉする こと をぬ定する。

第６ 条第 １４を泉のよ うにほめる。

本件加ｉａのｅ繕、６こ造、増 築、 移転等の維ね管珂１に票するＲ Ｈｊ が、 」イ牛につき ５００万 １！」

（ｉｆｊ 費Ｓ！含 む） をＳ える もの につ いて は、 市が実施 し、 その費Ｊ１１ を負 れ！する もの とす る。

なお 、１ ｛牛につ き５００ 万１ １｝ （羝費税含む）ａ ‘ド のも のについては、指ｔＷＪＩ者が実縦 し、

その費用 を負担す るも りと する。

第１８条第２ 項をまの よう に改める。

本件施ほにおいて天災 ・暴動等によ る履行ぞｔな場が、１ 件につき １００万 Ｆｊ （消費税含

む） を超える もの について は、 「ｌ」が実施 し、 その費Ｊ１１ を負担するも のと する、なお、 １件

につ き１ ００ 万Ｐ］（ ｉｉ！ｊ費税含む）な下の もの について は、 指ｊぎ管ｊｌざが実施 し、 その費用を

負担する もの とす る。

本協７ｉｒは 、ｆ成２ ８年 ４Ｊい日 から施行する もの とし 、こ の協定の締結を４弗す るた め、

本書 ２１１を削ぷ し． 南あわじ １１１まび指定ＷＪＩ者がおあ押印のｌｌ、 各自 その ｌ　兎を保有す

る



平成２８ 年４ ぞ１白

南あ わじ 市　　 Ｊ１１庫県南あわ じ市市卷ｔ寺 ２２

南あわじ 市Ｒ　　中　 ｍ　勝

ル
ド
ド

二言
１　・．，
Ｉｌ　　 ｔ・

バけ
｜゛ ・ｆ　「

●Ｓ ㎜－

咨
一一

指定管週１き　　４庫Ｍ南あわ じ市ｌｉ ｇ１ Ｓ９ ４７ １＝ｔの ２２

株大会社 うずのく に南あわじ

ｆｔ表取締役　　　 飛　 日ＥＩ　俊
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南あわじ 市Ｉ回Ｒほ養セン ター １９６Ｐ ｌｊ みさ き荘」、 人鳴ＭＩＳｒ念館及び｜加爽Ｍ５１１と鴒指吏管
｜

爽者基本協定書を 変リｌす る１４定言

南あわじ市ｍＲ４ｉセ ンタ ーｉ鳴Ｍみさ き荘」、 大鳴Ｐ９橋記念館ぷび南淡Ｓｎ瞰４指定管
ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　　　　Ｉ

肖１ぎＷ本ぬ定恙 （ギぽ２ ７年 ４　ｊｊ　ｌ　目　ぬだ 耻１四基本ぬ定齊）と いう ｊの 一一 一鴉を赤、のよ

うば 変！だす るこ とを Ｍｔする

第６ 条第 １４を次のよ うに改め る。

本件施設の修繕、 改造、増築、 移転等の維持管肖１に要する費ＪＩ］が 、１ 件につき ５００万

円（消費税含む） をＳ える もの につ いて は、 市が実施 し、 その 費ＪＩ］ を甎担す るも のとす

る。 ただ し、 ｉｌｉが 、緊急的６■性、 内容レそのイｉの止むを得ない事情に照らし て、 指定
管肖１者が実施するこ とが適ｊｌモ であ ると 判肖１すると きは、ｍ定管ｊ・１１者が実施 し、 ｉｌ ｉが 予算
の範回Ｆｊ９ でそ の？ＩＪ １１ をかｍす る。 なお、１ 件につき ５００万 １１１（ １ｒｊ費ｍ含む） ａドのもの

につ いす は、 杜ｉ ｌｙＷ埒１者 が実施し 、そ の費 ＪＴｊを 負お４す るも のと する。

本協ｔは 、令和２ 年８ Ｊ１　２　０日 から 施１了す るも のと し、 この 協定 の締結を称す るた め、

本諮 ２通を作成し 、南あわ じ巾及び指定管肖１者が匹四の上、 さ自 その ｌｉｌを保子ｆす
る。

令和 ２年 ８Ｊ１　２　０日

南あわじ市　　兵庫１タ３南あわ じ巾巾善光一な２２
Ｓ

南あわじ市長　　守　本　憲
Ｆ
Ｉ
丱
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指定Ｗｊｌｌｌ者　　兵庫県南あわ じ市膃良肖９ ４７ 番ＪＩ！１の ２２

株式会社 うず のく に南あわじ

４りそＲ締役　　　飛　 ｌｌｌ　 ま　油
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議案第９８号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（伊毘漁港海岸環境施設） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市阿那賀１４６３番地６ 

   名 称  南あわじ漁業協同組合 

         代表理事組合長  小磯 富男 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日 



【南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設】 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

指定管理者指定申請書（写）・・・・Ｐ１ 
 

団体概要書・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 
 

事業計画書・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 
 

収支計画書・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 
 

指定管理者基本協定書（案）・・・・Ｐ８ 
 

指定管理者年度協定書（案）・・・・Ｐ１４ 



様式第１ 号（ 第３ 条Ｒ Ｒ）

指定を

：受 けよ

名 称

の

地

指定管を者指 定申 請書

所

名

在 他

称

大泉考の牡

電話番号

１

令和 ４年 １０ ｙｘ　５日

南あ わじ 市Ｍ那賀 １４ ６３ 番Ｊｔ６

南あ わじ漁業協同組合

南あ わじ 市長　 守本　憲觚　様

ｙＳ

指定管理者の 指定 を受 けた いの で、 次の とお り申 請し ます。

南あわじ漁業協回組合

南あ わじ市ｙ‾私賀１ ４６ ３番丿七６
うと す　 事務所

る回体ｉ 所　在

一一上＿

汝堋１を 行お うと す　 南あ わｕ市がｍ漁き海岸環境施ａ
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

！……Ｘ’，るぬ の施 Ｒの 佑称　　 （南 あわ じ市ｆｍ うず しお村）
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｚ
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　！

！　　　　　　　　＼
ブー 一一犬一一－　 －　 ‾‾　　”
：　　　　　　　　　　　　Ｉ　 事業計画　　　　　・　 団体の概９説明書

循　　 付　　 書　　類

・　 回体 の活Ｓ実績等　 ・　 效支計画書

レ． ．　 一一一　　　　　 －”　　　皿Ｓ －９ －¶　　　　　－　　 一一一一　　　　　　－　　　 －皿　　｜

ｉ（事務タＭＩＩＩ橿）

る［

管３

る１

代表を事組合長

小　 磯　富



（要項様式３ 号）

団体概要書

フ　 ル　 ガ　ナ

団　 体　 名　所

ミナ ミア ワジ ギョ ギョ ウキ ョウ ドウ クミ アイ

南あわじ漁業協同組合

フ　 ル　 ガ　ナ

代　 表　 者　佑

コイ ソ　 トミオ

ル　磯　富　男

所　　 在　　地 南あわじ市ほ加賀 １４ ６３ 番地６

電　 話　 番　号 ＦＡ Ｘ番号

設立 年八日 昭和 ２０ 年４ １ＴＬ日

主な 事業 活動

（沿 革等）

・漁業者の協鶚組織と して、販売事業、 購買事業等の経済事業

・水産業の振興及び組合員の福祉向上

・漁業権の管ミを中心として資源や漁場の管理

・九 ＮＸ」海剔ち価圉 ・魚彩館 ・漁業恬性化センターの管万乱営業務

・伊毘う ずしお村の管そを営業務

団体の特色‾反び

経　 営　 方　針

・稚魚放流等を行 うこ とで 「つ くり 育て る漁業」 の推進に努力 し、 漁獲量の

増加を図る。

・海釣り ぬ園の管ミ曼営やイベント の鴇催を通じて、 観光業の活性化八び都

市と漁村の交流を回る。

・「 ワカ メ」 や「 クコ 」、 「タ イ」 を中 心に 」也元で水揚げさ れる漁獲物の ＰＲ現

動を実施する。

免許 ・を録等

構　 成　 員　数

（従 業員 数）

モ組合員　 ７３名

ぼ規職員　 ６ネ）

指定管ミ者

制度 拒萢者

氏　　　佑 東 祖ズ皿・皿 南あわじ漁業協［司組合職員

電話 番号

｜　 ／｜
ＦＡ Ｘ番号㎜

メづレア ドレス そ　 の　他

㎜

※　 団体の組織回については、 別途添付する こと。

（回）類似施設の管‾咎ミ営に瘋する実績（勁跳の類似施数を含む）

施設の名称 所在地 業務の内容 管理朧営の期間

年　　Ｊｊ から

年　　 犬Ｊ まで

２



（要項様式第６号） 

事 業 計 画 書 

① 管理運営の基本方針 

1) 施設の管理運営を実施するにあたっての基本的な考え方 

 伊毘うずしお村は、海水浴場とオートキャンプ場が併設された施設であり、大鳴門橋に近

く、淡路島南インターチェンジからも５分程度であることから、観光地としての立地条件が大

変良く、南あわじ市観光の中心になるように管理運営業務を行う。 

 将来は、観光客と地域住民との交流を促進し、漁業と観光業を振興して、地域の活性化に寄

与できる施設となるように努める。 

 そのために、伊毘漁港海岸環境施設条例及び指定管理者協定書に基づき管理運営を行い、特

に、利用許可については条例に基づき行い、利用者に利用上の注意や禁止事項を徹底させる。 

 

2) 指定期間内における達成目標 

 過去５年間の利用客数の平均を下回らないようにし、収支決算の黒字を維持する。 

 

3) 各施設間の連携に関する事項 

 市内の他の公共施設及び観光施設との情報共有等連携を密にし、市内各施設との相乗効果

を期待しつつ、施設利用者がスムーズに来園し、かつ安心して利用できるような施設運営を行

う。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

② 管理運営体制として組織に関する事項 

1) 組織体制、職員（会員）の配置計画 

 南あわじ漁業協同組合長を委員長として運営部会を設置し、伊毘地区の役員を中心に必要

な人員を各場所に確保する。 

 営業期間中は、必ず１名以上の人員を配置し、利用者への便宜を図り、不快感を与えないよ

うに努める。 

 

2) 人材確保に関する具体策（採用計画等） 

 当面、管理運営に必要な人員を雇用する。 

 

3) 人材育成方針及び職員研修に関する計画等 

 お客様に不快感を与えないように適宜必要な指導を徹底する。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

３



③ 施設・設備の維持管理 

1) 施設・設備の管理体制と維持管理計画の適切さ 

 利用者に不快感を与えないように清掃を適宜行い、清潔な状態を維持する。 

 日常点検を行い、施設の性能劣化を抑えるように努める。 

 また、施設整備者である南あわじ市と密接な連絡体制をとることで、施設の維持管理や利用

状況を報告し、必要であれば協議を行い、施設を適切な環境で運営することに努める。 

 

2) 効率的な維持管理を実施するための考え方（経費の節減） 

 施設の管理に常に注意を払い、適切な人員を配置し、光熱水費の無駄な使用は無いように監

視することで、効率的な運営及び経費削減を図る。 

 また、清掃活動や景観づくりなどは、地元の自治会や老人会に協力をお願いするなど、でき

ることは地元のボランティアを活用する。 

 

3) 外部委託にかかる市内発注の考え方 

 南あわじ漁業協同組合でできないもの、外部委託の方が安価にできるものがあれば、市内の

業者に外部委託する。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

④ 利用者の施設利用とサービス向上 

1) サービスの向上の具体的な取り組み 

 利用者数を把握してアンケート等を取ることで動向調査を行い、お客様のニーズを把握し

てサービス向上につなげる。 

 また、利用者の要望等を吟味し、平等性において適切であると認められる場合は、積極的に

改善する。 

 

2) 施設利用の平等の確保への具体的な取り組み  

 伊毘海岸環境施設条例を遵守し、市民並びに観光客利用者に対して公平・公正に施設の利用

を許可する。 

 また、公の施設であることを肝に銘じ、特定の利用者等に有利になる管理運営は、一切行わ

ない。 

 

3) 施設利用者の増加への具体的な取り組み 

 地元観光協会及び各種団体とのタイアップ事業については積極的に取り組み、来園者の集

客効果の改善により収入金額の増加を図る。 

 

4) 利用者の意見、要望等の把握の方法 

 利用者の方にアンケート等を取ることでお客様のニーズを把握するよう努める。 

 また、直接苦情等があれば内容をよく聴取し、従業員全員で共有するようにする。 

４



5) 利用者の苦情等への対処方法 

 利用に係るトラブルについては、誠意をもって対応し、解決するように努める。 

 

6) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

⑤ 安全管理への取り組み 

1) 施設・設備に係る安全管理への取り組み 

 終業時には、設備等の電源の確認及び利用者の居残り等がないか常に注意を払う。 

 また、日々の日常点検は必ず行い、事故のないように努める。 

 新型コロナウイルス感染拡大の予防について、施設の資材（マスク、体温計、各種消毒資材

など）を確保し、また安全チェックリストにより安全対策を徹底していく。 

 

2) 災害や事故、犯罪の防止への取り組み 

 特に海水浴シーズンには、海水浴客の水難事故等に十分注意するため監視を徹底する。 

 また、防犯の観点から、日々の施錠は必ず行う。 

 

3) 緊急時の対応 

 市の防災マニュアルに基づいた緊急時マニュアルを作成し、市との連絡体制を整えた緊急

時の連絡表を作成し、適切に対応する。 

 

4) 個人情報及び情報公開に関する具体的な取り組み 

 個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努める。 

 事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らさない。 

 

5) 上記以外で特別に記載する事項 

   特になし。 

 

 

⑥ その他に関する事項 

1) 自主事業の実施について 

 地元の住民の参加の下での海開きや閉園中の清掃活動などを通じて、地元に愛される施設

となるよう努める。 

 

2) 広報活動に関する具体的な取り組み 

 市のホームページを利用して積極的に情報発信をするとともに、観光関連等の各広告媒体

も積極的に活用する。 

 また、観光協会等と連携して観光客への周知を図り、南あわじ市の観光地として広くＰＲし

ていく。 

 

５



3) リスクへの対応 

 常にリスクを念頭に置き、リスクの発生をできるだけ少なくなるよう現場従業員の日常業

務を行うようにし、漁協全職員との連絡・対応体制をとる。 

 

4) 地域活動への参加・貢献、自治会等各種団体との協働・連帯への具体的な取り組み 

 地元各種団体や観光協会とのタイアップ事業については積極的に取り組み、地元伊毘地区

の発展・活性化につながる施設となるよう努める。 

 

5) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

６



南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設（伊毘うずしお村）

収　支　計　画　書
（単位：千円）

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

6,580 6,838 6,838 6,838 6,838 6,838

270 270 270 270 270 270

6,850 7,108 7,108 7,108 7,108 7,108

2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

120 138 138 138 138 138

200 200 200 200 200 200

3 5 5 5 5 5

980 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

380 380 380 380 380 380

56 56 56 56 56 56

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

329 342 342 342 342 342

5,548 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071

1,302 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

7,654 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

3 3 3 3 3 3

収 支 差

利 用 者 数 （ 人 ）

雇 用 人 数 （ 人 ）

特 記 事 項 雇用は必要時にパート雇用により増員する。

光 熱 水 費

役 務 費

環境費（清掃・花づくり・車
両及びリフト使用料等）

そ の 他

施 設 使 用 料

支 出 合 計

収
入
項
目

入 園 料

そ の 他

収 入 合 計

支

出

項

目

人 件 費

消 耗 品 費

修 繕 費

燃 料 費

７



 

 

 

 

南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設 

 

 

指定管理者基本協定書（案） 

 

 

 

 

令和５年４月１日 

 

 

南あわじ市 

 

 

 

 

 

８



南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設指定管理者 基本協定書（案） 

  

南あわじ市（以下「市」という。）と南あわじ漁業協同組合（以下「指定管理者」と

いう。）とは、南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設（以下「施設」という。）管理運営に関

する事業（以下「事業」という。）について、以下のとおり合意したので、協定書（以

下「基本協定」という。）を締結し、確認する。 

 

（目的） 

第１条 基本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、施設を適正かつ円滑に管理運営

するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 指定管理者は、南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設条例（平成 17 年南あわじ市

条例第 155号）（以下「条例」という。）第 1条の設置理念に基づき、適切な管理運営

を行うこととする。 

（管理の基準） 

第３条 指定管理者は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定

（以下「年度協定」という。）、条例及び施行規則並びに関係法令、指導等に従い、事

業を実施しなければならない。 

（指定期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和５年４月１日から令和 10年３月 31日までと

する。 

（基本的な業務の範囲） 

第５条 市が指定管理者に管理を行わせる施設は、条例第２条に掲げる施設（以下「施

設」という。）とし別表第１のとおりとする。指定管理者が行う施設の管理運営の業

務は次のとおりとする。 

 ⑴ 施設の使用許可に関する業務 

 ⑵ 施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

 ⑶ 施設の設備、器具等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（施設の維持管理費等） 

第６条 施設設備等の大規模改修、改造、増築、１件あたり２０万円を超える修繕等に

係る費用については、市と事前に協議することとします。１件あたり２０万円以下の

修繕等については、指定管理者の負担とし、修繕等により新たに生じた施設について

は、すべて市に帰属するものとする。又施設に備え付ける備品については、１件あた

り５万円を超えるものについては市と事前に協議することとします。１件あたり５万

円以下の備品については、指定管理者の負担とし、購入又は調達した備品については、
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市に帰属するものとする。なお、前述する額には、消費税、地方消費税等を含むもの

とする。 

２ 施設の管理運営上、必要な日常経費、物品の更新、火災保険料及び傷害保険料、そ

の他必要と認められる任意保険料に要する費用は指定管理者の負担とするものとす

る。 

（個人情報の保護等） 

第７条 指定管理者が取扱う個人情報については、南あわじ市個人情報保護条例（平成

17年南あわじ市条例第17号）の規定を準用し、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止

その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者又は管理業務の一部又は全部に従事する者は、当該管理業務により知り

得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

３ 前２項にかかる詳細については、別記１「個人情報取扱特記事項」に規定する。 

（管理業務にかかる情報の公開） 

第８条 施設の管理業務において指定管理者が取扱う情報について、南あわじ市情報公

開条例（平成 17年南あわじ市条例第 18号）に基づき、情報公開請求がなされたとき

は、指定管理者は、これに協力しなければならない。 

（会計区分） 

第９条 当該管理運営事業に係る会計区分は、毎年４月１日より翌年３月 31 日までと

し、独立した区分経理を行わなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 10 条 指定管理者は、南あわじ市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例第 10 条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した規則で定める事業報告書を作

成し、毎年度終了後、２ヶ月以内に市に提出しなければならない。 

 ⑴ 管理業務の実施状況 

 ⑵ 利用状況及び利用拒否等の件数及び事由 

 ⑶ 利用料金の収入実績 

 ⑷ 管理に係る経費の収支状況 

 ⑸ 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

２ 指定管理者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を

明らかにしておくとともに、市が必要と認めるときは、その状況を報告しなければな

らない。 

３ 指定管理者は、事業の実施に当たり、事故等が生じたときは、指定管理者の責に帰

すべき事由によると否とを問わず、遅滞なく市にその状況を報告しなければならない。 

（施設使用料の支払い） 

第 11条 指定管理者は、本業務実施の対価として、市に対して施設使用料を支払う。 

２ 施設使用料は、別途「年度協定」に定めるものとする。 
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（利用料金収入の取り扱い） 

第 12 条 指定管理者は、条例等に定めがある場合、本施設に係る利用料金を指定管理

者の収入として、収受することができる。 

（利用料金の決定） 

第 13 条 利用料金は、指定管理者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定め

るものとする。ただし、その決定及び改定についてはあらかじめ市の承諾を受けるも

のとする。 

（財産の管理） 

第 14 条 指定管理者は、事業に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、事業

の運営に使用するものとする。 

２ 指定管理者は、市が支払う対価によって指定管理者が取得した備品については速や

かに財産台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 指定管理者は、事業に係る財産を事業運営の目的以外に使用してはならない。ただ

し、市の承認をうけたときは、この限りでない。 

４ 指定管理者は、事業に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、市

の承認を受けたときは、この限りでない。 

５ 指定管理者は、天災地変その他の事故により施設に係る財産を滅失し、又は毀損し

たときは、速やかにその状況を市に報告しなければならない。 

（市の基本協定等の解除） 

第 15 条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、

指定管理者に対して書面により通知した上で、基本協定及び年度協定を解除すること

ができる。 

 ⑴ 指定管理者が指定管理者の責に帰する事由により基本協定又は年度協定に定め

る事項を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

 ⑵ 指定管理者が基本協定、年度協定又は関係法令等の条項に違反し、かつ、市が相

当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。 

 ⑶ 指定管理者が協定を履行する上で必要とされる資格の取消し、又は停止を受けた

とき並びに事業実施能力が無いと判断されたとき。 

２ 市又は指定管理者は、この協定を解除しようとするときは、６ヶ月前までに相手方

に申し出なければならない。 

（損害賠償） 

第 16 条 指定管理者又はその使用人がその責めに帰する事由により、市又は第三者に

対し損害を与えたときは、指定管理者は、そのすべての損害を賠償しなければならな

い。 

２ 不可抗力により、事故が発生し第三者に対し損害を与えた場合は、市が責任をもっ

て損害を賠償しなければならない。 
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（原状回復義務） 

第 17 条 指定管理者は、第４条に定める指定期間が満了したとき、又は第１５条の規

定により基本協定等が解除されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状回復しな

ければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。 

 (リスク分担) 

第 18 条 管理業務に関するリスク分担については、天災・暴動等による履行不能な時

は市の負担とするが、その他管理運営上の経費等の赤字に関しては、指定管理者の負

担とする。   

（禁止事項） 

第 19 条 指定管理者は、基本協定を締結し生じる権利義務による、次の各号に該当す

る行為をしてはならない。ただし、市の許可を得たときはこの限りではない。 

 ⑴ 第三者に対し、当該施設の共用、転貸又はこの協定による権利を譲渡、継承若し

くは担保に供すること。 

 ⑵ 当該施設の模様替え等、現状に変更を加える一切の行為 

（信義則） 

第 20 条 市及び指定管理者は、信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければなら

ない。 

（疑義等の決定） 

第 21 条 基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、市と指

定管理者とは誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

（当該事業年度における協定） 

第 22 条 この基本協定の発効により、当該事業年度における事項については、別に年

度協定書を締結する。 

 

 

市と指定管理者とは、この基本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記

名捺印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 令和 ５年 ４月 １日 

 

市    兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                   南あわじ市長  守 本 憲 弘 

 

            指定管理者  兵庫県南あわじ市阿那賀１４６３番地６ 

                   南あわじ漁業協同組合 

                   代表理事組合長 小 磯 富 男 
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別表第１(第５条関係) 

名    称 位    置 面 積 等 

管理事務所 南あわじ市阿那賀782番地23 193.90㎡ 

駐車場 76台 

取付道路 110.00ｍ 

オートキャンプ 20区画 

突堤 58.00ｍ 

潜堤 123.00ｍ 

養浜 6,000.00㎡ 

 

１３



 

 

 

南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設 

 

 

指定管理者年度協定書（案） 

 

 

 

 

令和５年４月１日 

 

 

南あわじ市 
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南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設 指定管理者年度協定書（案） 

 

 南あわじ市（以下「市」という。）と南あわじ漁業協同組合（以下「指定管理者」とい

う。）とは、南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設（以下「施設」という。）管理運営事業（以

下「事業」という。）の実施について締結した南あわじ市伊毘漁港海岸環境施設指定管理

者基本協定（以下「基本協定」という。）に基づき、当該事業年度における協定（以下「年

度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容及

び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とするもので

ある。 

（年度協定の期間） 

第２条 この年度協定の期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとする。 

（業務内容） 

第３条 市及び指定管理者は、令和５年度の業務内容は、基本協定第５条及び南あわじ

市伊毘漁港海岸環境施設条例（平成 17 年南あわじ市条例第 155 号）第７条第２項に定

めるとおりであることを確認する。 

（施設使用料） 

第４条 指定管理者は、施設使用料として利用料金の５％を市に支払うものとする。 

２  上記施設使用料について、指定管理者は金額確定後、市の請求により速やかに支払

うものとする。 

（疑義等の決定） 

第５条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、市と指定

管理者とは誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 市と指定管理者とは、この年度協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記

名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 令和 ５年 ４月 １日 

 

市    兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                    南あわじ市 

代表者 南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 

             指定管理者  兵庫県南あわじ市阿那賀１４６３番地６ 

                    南あわじ漁業協同組合  

                    代表理事組合長   小 磯 富 男 
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議案第９９号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（浮体式多目的公園） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市浮体式多目的公園 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市福良丙２８番地 

   名 称  福良漁業協同組合 

         代表理事組合長  前田 若男 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和８年３月３１日 



【南あわじ市浮体式多目的公園】 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

指定管理者指定申請書（写）・・・・Ｐ１ 
 

団体概要書・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 
 

事業計画書・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 
 

収支計画書・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 
 

指定管理者基本協定書（案）・・・・Ｐ８ 
 

指定管理者年度協定書（案）・・・・Ｐ１４ 



様式 第１ 号（ 第３ 粂関 係）

指定管ミ希指定申 請書

南あ わじ 市長　 守本　 憲りム　様

／゛｀

所

名

在 他

称

社参考の牡

電話 番号

ｙ－

Ｉ

令和 ４年 １０ １５日

南あ わじ 市福 良丙 ２８ 番地

指定管理者の 指定 を受 けた いの で、 次の とお り申 請し ます。

指定を

受けよ

名

うと す　 事務所

る回 イ本 ス所　を
１

－＿ ＿………｜

称

の

地

管ミ を行 おう とす

るぬ の施 設の 名称

福氈漁業協回組合

南あ わじ 市福 良丙 ２８ 番竟

南あ わじ 市海釣り ぬ回 （南 あわ じ市 立齎体式多目 勵なを）

｜添　　　付

＼

Ｉ　 事業 計画　　　　　 Ｉ　 団体 の概 ・説 獸書

書　　類

Ｉ　 回体 の活 動実績等　 Ｉ　 鼈支計画書

Ｊ９－－－－㎜皿¶－　　 皿四－Ｗ＝＝＝－＝＝・　　　 ←＝ミ　ー
－一 －－－　　　　　－

（事 務ら叉欄）

１

福良漁業協同組合

代表 瑕１ 事組合長｜
前　 ぼｌ　 若　男



（要項様式３ 号）

団体概要書

フ　 ル　 ガ　ナ

団　 体　 名　所

フク ラギョギョウキョ ウドウク ミアイ

福良漁業脇覬組合

フ　 ル　 ガ　ナ

代　 表　 者　侑

マェ ダ　 ワカオ

前　田　若　男

所　　 在　　地 南あゎじ市福ぬ天１２　８番巡

電　 話　 番　号 ＦＡ Ｘ番号

設立 年ｙｘ日 昭和 ２４ 年９ ナ］ ２日

主な 事業 恬動

（沿 革等）

・漁業者の協同組織と して 、販売事業、 購買事業等の経済事業

・水産業の振興及び組合員の福祉向上

・漁業権の管ミを 中心ヽと して資ぼや漁場の 管ＪＩ

・福氛湾に数置さ れた浮体式多 目的包圉の管丿里ミ営業務

団体の特色‾反び

経　 営　 方　針

・稚魚放流等を行 うこ とで 「つ くり 育てる漁業」 の推泰に努力 し、 漁獲ｔの

増加を図る。

・海剔ち包園の管ミ慝営や朝市の開催をぶし て、 観光業の洽ト生化八び都市と

漁村の交流を図る。

．「ふぐ」や 「は も」 、「サク ラマス」 を中こヽ に地元で水揚げされる漁獲物の

ＰＲ活動を実施する。

免許 ・を録等

構　 成　 員　数

（従 業員 数）

了Ｅ組合員　 ９１佑

（正規職員　 ４ネ）

指定管丿里者

制度担燕者

瓦　　　佑 鷲塚 匹縦・祉祖 福良漁業協鶚組合 嘱託職員

電話番号 ｌｉｌ㎜一 ＦＡ Ｘ番号㎜

メづレア ドレス そ　 の　他

ぞ　 団体の組織図について は、 別途添付する こと。

（咫）類似施鼈の管万万営に関する 実績 （民竄の類似施設 を含む）

施設の名称 所在地 業務の鸚容 管ｊミ兼営の期間

年　　 犬Ｘ から

年　　 天ｊ まで

２



（要項様式第６号） 

事 業 計 画 書 

① 管理運営の基本方針 

1) 施設の管理運営を実施するにあたっての基本的な考え方 

 鳴門海峡を臨む風光明媚な立地条件に恵まれており、海釣り公園としては珍しい浮体施設

であることから、季節を問わず様々な魚釣りを楽しめることを念頭に置き、安全を重視した管

理運営を行う。 

 そのために、南あわじ市海釣り公園条例及び指定管理協定書に基づき管理を行い、特に、利

用許可については条例に基づき行い、利用者に利用上の注意や禁止事項を徹底させる。 

 

2) 指定期間内における達成目標 

 過去５年間の利用客数の平均を下回らないようにし、収支決算の黒字を維持する。 

 

3) 各施設間の連携に関する事項 

 市内の他の公共施設及び観光施設との情報共有等連携を密にし、市内各施設との相乗効果

を期待しつつ、施設利用者がスムーズに来園し、かつ安心して利用できるような施設運営を行

う。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

② 管理運営体制として組織に関する事項 

1) 組織体制、職員（会員）の配置計画 

 管理する上で必要な人員を適切に把握し、総員で５名を配置する。 

 なお、陸側管理棟及び釣り場管理棟に最低各１名を配置し、利用者の利便性の向上に努め

る。 

 

2) 人材確保に関する具体策（採用計画等） 

 当面は、現在従事している従業者５名を継続して雇用する。 

地元に精通した者を雇用することで、地域に貢献することを図る。 

 

3) 人材育成方針及び職員研修に関する計画等 

 お客様に不快感、不便感を与えないように適宜必要な指導を徹底する。 

 また、必要に応じて漁協職員と同様に研修等に参加させるようにする。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

３



 

③ 施設・設備の維持管理 

1) 施設・設備の管理体制と維持管理計画の適切さ 

 利用者に不快感を与えないように清掃を適宜行い、清潔な状態を維持する。 

 目視による点検は常に行い、施設の安全性の維持を図るように努める。 

 また、施設整備者である南あわじ市と密接な連絡体制をとることで、施設の維持管理や利用

状況を報告し、必要であれば協議を行い、施設を適切な環境で運営することに努める。 

 

2) 効率的な維持管理を実施するための考え方（経費の節減） 

 適切な人員配置を心掛け、光熱水費の無駄な使用は無いように監視することで、効率的で健

全な運営を図る。 

 

3) 外部委託にかかる市内発注の考え方 

 福良漁業協同組合でできないもの、外部委託の方が安価にできるものがあれば、市内の業者

に外部委託する。 

 

4) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

④ 利用者の施設利用とサービス向上 

1) サービスの向上の具体的な取り組み 

 施設点検を日常的に行い、貸し竿は常に使用可能な状態に整備する。 

 釣り餌や切れたテグス等が散乱しないように清掃を行い、快適な釣り場の提供を行う。 

 利用者の要望等を吟味し、平等性において適切であると認められる場合は、積極的に改善す

る。 

  

2) 施設利用の平等の確保への具体的な取り組み  

 南あわじ市海釣り公園条例及び規則を順守し、利用客に対して公平・公正に接し、公の施設

であることを相互理解した上で、利用の許可をする。 

 また、公の施設であることを肝に銘じ、特定の利用者等に有利になる管理運営は、一切行わ

ない。 

 

3) 施設利用者の増加への具体的な取り組み 

 地元観光協会及び各種団体とのタイアップ事業については積極的に取り組み、来園者の集

客効果の改善により収入金額の増加を図る。 

 また、釣り大会等を定期的に行い、利用者層の拡大やファミリー層の開拓を行う。 

  

4) 利用者の意見、要望等の把握の方法 

 管理棟に意見箱を設置することで、お客様のニーズを把握するように努める。 

また、直接苦情等があれば内容をよく聴取し、従業員全員で共有するようにする。 
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5) 利用者の苦情等への対処方法 

 利用に係るトラブルについては、誠意をもって対応し、解決するように努める。 

 

6) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

⑤ 安全管理への取り組み 

1) 施設・設備に係る安全管理への取り組み 

 終業後には、施設の見回り及び点検を行い、居残りや施設の安全面で問題が生じていないか

をよく確認する。 

 設備に不備や損傷個所がないか適時点検し、安全管理に努める。 

新型コロナウイルス感染拡大の予防について、施設の資材（マスク、体温計、各種消毒資材

など）を確保し、また安全チェックリストにより安全対策を徹底していく。 

 

 

2) 災害や事故、犯罪の防止への取り組み 

 釣り場の安全施設に瑕疵がないか注意を払い、定期的に見回りを実施し、事故・犯罪を未然

に防ぐように努める。 

 また、防犯の観点から日々の施錠は必ず行う。 

身障者においても健常者と同様に釣りを楽しんで頂くように工夫した運営を行う。 

 

3) 緊急時の対応 

 市の防災マニュアルに基づいた緊急時マニュアルを作成し、市との連絡体制を整えた緊急

時の連絡表を作成し、適切に対応する。 

 

4) 個人情報及び情報公開に関する具体的な取り組み 

 個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利等を侵害する事のないよう努める。 

 業務上知り得た個人情報を他に漏えいするような行為は行わない。 

 

5) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 

 

 

⑥ その他に関する事項 

1) 自主事業の実施について 

 釣り大会等を定期的に行うようにする。 

 

2) 広報活動に関する具体的な取り組み 

 毎日の釣果をホームページで公表し、釣れる海釣り公園をアピールする。 

 

５



3) リスクへの対応 

 常にリスクを念頭に置き、リスクの発生をできるだけ少なくなるよう現場従業員の日常業

務を行うようにし、漁協全職員との連絡・対応体制をとる。 

4) 地域活動への参加・貢献、自治会等各種団体との協働・連帯への具体的な取り組み 

 地元各種団体や観光協会とのタイアップ事業については積極的に取り組み、地元福良地区

の発展・活性化につながる施設となるよう努める。 

 

5) 上記以外で特別に記載する事項 

 特になし。 
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浮体式多目的公園（メガフロート海釣り公園）

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

16,000 18,600 18,600 18,600

1,800 1,800 1,800 1,800

17,800 20,400 20,400 20,400

6,770 7,130 7,130 7,130

340 391 391 391

1,130 1,420 1,420 1,420

140 140 140 140

640 640 640 640

97 97 97 97

210 210 210 210

4,810 4,810 4,810 4,810

410 410 410 410

1,500 1,750 1,750 1,750

16,047 16,998 16,998 16,998

1,753 3,402 3,402 3,402

11,000 13,600 13,600 13,600

5 5 5 5
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南あわじ市浮体式多目的公園指定管理者 基本協定書 

  

南あわじ市（以下「市」という。）と福良漁業協同組合（以下「指定管理者」という。）

とは、南あわじ市浮体式多目的公園（以下「施設」という。）管理運営に関する事業（以

下「事業」という。）について、以下のとおり合意したので、協定書（以下「基本協定」

という。）を締結し、確認する。 

 

（目的） 

第１条 基本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、施設を適正かつ円滑に管理運営

するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 指定管理者は、南あわじ市海釣り公園条例（平成 17 年南あわじ市条例第 152

号）（以下「条例」という。）第 1条の設置理念に基づき、適切な管理運営を行うこと

により、利用者へ憩いの場の提供及び観光漁業の発展を図ることを目的とするもので

あることを十分に理解し、事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。 

（管理の基準） 

第３条 指定管理者は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定

（以下「年度協定」という。）、条例及び施行規則並びに関係法令、指導等に従い、事

業を実施しなければならない。 

（指定期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和５年４月１日から令和８年３月 31 日までと

する。 

（基本的な業務の範囲） 

第５条 市が指定管理者に管理を行わせる施設は、条例第２条に掲げる施設（以下「施

設」という。）とし別表第１のとおりとする。指定管理者が行う施設の管理運営の業

務は次のとおりとする。 

 ⑴ 施設の使用許可に関する業務 

 ⑵ 施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

 ⑶ 施設の設備、器具等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（施設の維持管理費等） 

第６条 施設設備等の大規模改修、改造、増築、１件あたり２０万円を超える修繕等に

係る費用については、市と事前に協議することとします。１件あたり２０万円以下の

修繕等については、指定管理者の負担とし、修繕等により新たに生じた施設について

は、すべて市に帰属するものとする。又施設に備え付ける備品については、１件あた

り５万円を超えるものについては市と事前に協議することとします。１件あたり５万

円以下の備品については、指定管理者の負担とし、購入又は調達した備品については、
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市に帰属するものとする。なお、前述する額には、消費税、地方消費税等を含むもの

とする。 

２ 施設の管理運営上、必要な日常経費、物品の更新及び船舶保険、傷害保険、その他

必要と認められる任意保険に要する経費は指定管理者の負担とするものとする。 

（個人情報の保護等） 

第７条 指定管理者が取扱う個人情報については、南あわじ市個人情報保護条例（平成

17年南あわじ市条例第17号）の規定を準用し、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止

その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者又は管理業務の一部又は全部に従事する者は、当該管理業務により知り

得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

３ 前２項にかかる詳細については、別記１「個人情報取扱特記事項」に規定する。 

（管理業務にかかる情報の公開） 

第８条 施設の管理業務において指定管理者が取扱う情報について、南あわじ市情報公

開条例（平成 17年南あわじ市条例第 18号）の趣旨にのっとり、情報の公開に関して

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（会計区分） 

第９条 当該管理運営事業に係る会計区分は、毎年４月 1 日より翌年３月 31 日までと

し、独立した区分経理を行わなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 10 条 指定管理者は、南あわじ市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例第 10 条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した規則で定める事業報告書を作

成し、毎年度終了後、２ヶ月以内に市に提出しなければならない。 

 ⑴ 管理業務の実施状況 

 ⑵ 利用状況及び利用拒否等の件数及び事由 

 ⑶ 利用料金の収入実績 

 ⑷ 管理に係る経費の収支状況 

 ⑸ 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

２ 指定管理者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を

明らかにしておくとともに、市が必要と認めるときは、その状況を報告しなければな

らない。 

３ 指定管理者は、事業の実施に当たり、事故等が生じたときは、指定管理者の責に帰

すべき事由によると否とを問わず、遅滞なく市にその状況を報告しなければならない。 

（施設使用料の支払い） 

第11条 指定管理者は、本業務実施の対価として、市に対して施設使用料を支払う。 

２ 施設使用料は、別途「年度協定」に定めるものとする。 

（利用料金収入の取り扱い） 

第 12 条 指定管理者は、条例等に定めがある場合、本施設に係る利用料金を指定管理
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者の収入として、収受することができる。 

（利用料金の決定） 

第 13 条 利用料金は、指定管理者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定め

るものとする。ただし、その決定及び改定についてはあらかじめ市の承諾を受けるも

のとする。 

（財産の管理） 

第 14 条 指定管理者は、事業に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、事業

の運営に使用するものとする。 

２ 指定管理者は、市が支払う対価によって指定管理者が取得した備品については速や

かに財産台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 指定管理者は、事業に係る財産を事業運営の目的以外に使用してはならない。ただ

し、市の承認をうけたときは、この限りでない。 

４ 指定管理者は、事業に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、市

の承認を受けたときは、この限りでない。 

５ 指定管理者は、天災地変その他の事故により施設に係る財産を滅失し、又は毀損し

たときは、速やかにその状況を市に報告しなければならない。 

（市の基本協定等の解除） 

第 15 条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、

指定管理者に対して書面により通知した上で、基本協定及び年度協定を解除すること

ができる。 

 ⑴ 指定管理者が指定管理者の責に帰する事由により基本協定又は年度協定に定め

る事項を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

 ⑵ 指定管理者が基本協定、年度協定又は関係法令等の条項に違反し、かつ、市が相

当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。 

 ⑶ 指定管理者が協定を履行する上で必要とされる資格の取消し、又は停止を受けた

とき並びに事業実施能力が無いと判断されたとき。 

２ 市又は指定管理者は、この協定を解除しようとするときは、６ヶ月前までに相手方

に申し出なければならない。 

（損害賠償） 

第 16 条 指定管理者又はその使用人がその責めに帰する事由により、市又は第三者に

対し損害を与えたときは、指定管理者は、市との協議により損害を賠償しなければ

ならない。 

２ 津波等の不可抗力により施設の流出が原因で第三者に対し損害を与えたときは、市

が責任をもって損害を賠償しなければならない。 

（責任分担及びリスク分担） 

第 17条 管理業務に関するリスク分担については、仕様書に規定するとおりとする。 
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（保険） 

第 18 条 管理業務の実施に当たり、指定管理者が加入しなければならない保険又は保

険料を支払わなければならない保険は仕様書に規定するとおりとする。 

（原状回復義務） 

第 19 条 指定管理者は、第４条に定める指定期間が満了したとき、又は第１５条の規

定により基本協定等が解除されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状回復しな

ければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。 

（当施設が使用不可になった場合の処置） 

第 20 条 指定期間中であっても、施設が使用不可になり、長期休園及び莫大な修繕費

が必要な状況になった場合、市は施設を廃止する。その時点で、基本協定の指定期

間及び年度協定の協定期間は無効とする。 

（禁止事項） 

第 21 条 指定管理者は、基本協定を締結し生じる権利義務による、次の各号に該当す

る行為をしてはならない。ただし、市の許可を得たときはこの限りではない。 

 ⑴ 第三者に対し、当該施設の共用、転貸又はこの協定による権利を譲渡、継承若し

くは担保に供すること。 

 ⑵ 当該施設の模様替え等、現状に変更を加える一切の行為 

（信義則） 

第 22 条 市及び指定管理者は、信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければなら

ない。 

（疑義等の決定） 

第 23 条 基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、市と指

定管理者とは誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

（当該事業年度における協定） 

第 24 条 この基本協定の発効により、当該事業年度における事項については、別に年

度協定書を締結する。 

 

市と指定管理者とは、この基本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記

名捺印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 令和 ５年 ４月 １日 

市    兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                   南あわじ市長   守 本 憲 弘 

 

            指定管理者  兵庫県南あわじ市福良丙 28番地 

                   福良漁業協同組合 

                   代表理事組合長  前 田 若 男 
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別表第１(第５条関係) 

名    称 位    置 面   積 

浮体施設 南あわじ市阿万吹上町田尻地

先 

6,944.00㎡ 

桟橋・連絡橋 584.81㎡ 

管理棟 266.29㎡ 

駐車場・道路 6,503.10㎡ 
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南あわじ市浮体式多目的公園 

 

 

 

指定管理者年度協定書（案） 

 

 

 

 

令和５年４月１日 

 

 

南あわじ市 
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南あわじ市浮体式多目的公園 指定管理者年度協定書 

 

 南あわじ市（以下「市」という。）と福良漁業協同組合（以下「指定管理者」という。）

とは、南あわじ市浮体式多目的公園（以下「施設」という。）管理運営事業（以下「事業」

という。）の実施について締結した南あわじ市浮体式多目的公園指定管理者基本協定（以

下「基本協定」という。）に基づき、当該事業年度における協定（以下「年度協定」とい

う。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容及

び本業務の実施の対価として支払わなければならない施設使用料を定めることを目的

とするものである。 

（年度協定の期間） 

第２条 この年度協定の期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31日までとする。 

（業務内容） 

第３条 市及び指定管理者は、令和５年度の業務内容は、基本協定第５条及び南あわじ

市海釣り公園条例（平成１７年南あわじ市条例第１５２号）第１０条第２項に定める

とおりであることを確認する。 

（施設使用料） 

第４条 指定管理者は、施設使用料として利用料金の９．４％を市に支払うものとする。 

２ 上記施設使用料について、指定管理者は金額確定後、市の請求により速やかに支払

うものとする。 

（疑義等の決定） 

第５条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、市と指定

管理者とは誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 市と指定管理者とは、この年度協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記

名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 令和 ５年 ４月 １日 

 

市    兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

                    南あわじ市 

代表者 南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 

             指定管理者  兵庫県南あわじ市福良丙２８番地 

                    福良漁業協同組合 

                    代表理事組合長   前 田 若 男 
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